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東海村病児・病後児保育施設「るぴなす」 

〒３１９－１１１２ 

茨城県那珂郡東海村村松２０８１－２ 

        （村立東海病院 敷地内） 

TEL   ０２９－２８３－３５２２ 

FAX   ０２９－２８３－３５３３ 

利用日時 月 火 水 木 金 土 日 

８：００～

１８：００ 
〇 〇 〇 〇 〇 × × 

休所日 土曜・日曜・祝日・12/29～1/3 

 
利用登録届を含むその他必要書類は、病児・病後児保育施

設「るぴなす」、村立東海病院総合受付、東海村役場子育て支

援課窓口に備え付けています。 

子育て応援サイト「のびのび子育て帳」、病児保育予約サー

ビスあずかるこちゃん「るぴなす」ページからもダウンロー

ドできます。 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

お子さまが病気療養中、保護者が仕事を休

めないなどの事情により、家庭での保育を行

うことが困難な場合にご利用いただける施設

です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ２０２５．4 

➊事前の利用登録 ※利用登録届のみ毎年度提出 

事前に病児・病後児保育施設「るぴなす」にて利用登

録届・同意書を提出してください。また、病児保育予

約サービスあずかるこちゃんにてアカウントを作成

し、「るぴなす」の施設登録をしてください。 

❷予約（病児保育予約サービスあずかるこちゃん） 

必要な情報を入力してください。 

※受付（開所日の前日 8 時から） 

※電話予約はできません 

❸医療機関を受診 ※診療情報提供書 

病院を受診し、病児・病後児保育施設を利用したい旨の

相談をしたあと、診療情報提供書を記入してもらい、病

児保育予約サービスあずかるこちゃんにて写真をアッ

プロードしてください。 

❹予約の確定 

病児保育予約サービスあずかるこちゃんにて、予約

可否の連絡メールが届きます。 

病気の状態や定員の関係でお預かりできない場合が

あります。 

❺利用 

当日、病児保育予約サービスあずかるこちゃんにて入

室前問診を行い、「診療情報提供書」とその他必要な持

ち物をご持参ください。 

東海村病児・病後児保育施設 



（下記の全てを満たす場合） 

利用について 

 
●村内に住所を有するお子さま又は、保護者が村内の

事業所に勤務する方 
●おおむね生後６か月から小学６年生までのお子さま 
●お子さまが病気やケガなどで安静の確保に配慮する

必要があり、入院の必要はないが集団での保育が困
難であること 

●保護者の勤務の都合等により家庭での保育が困難で
あること 

※受け入れられない疾患については、注意事項を参照
してください。 

 
 
●月曜日～金曜日 

（土・日・祝日、12/29～1/3 を除く） 
●午前８時から午後 6 時までの希望する時間 
※延長保育はできません。時間内の利用をお願いしま

す。 
※利用当日の登録も可能ですが、朝の手続きに少しお

時間をいただきます。 

          

 

 
 
●村内在住 １日       2,000 円 

半日（5 時間未満）1,000 円 
●村内在勤 １日       3,000 円 

半日（5 時間未満）1,500 円 
※生活保護世帯は無料です。 
※その他、保育中に診療を受けた場合等の実費負担が

かかる場合があります。 
 

 

同傷病名でのご利用はおおむね 1 週間 

※予約は 1 日ずつとなります。 

持ちもの 

●利用料金 
 

●診療情報提供書（必ず医師の診断、記入が必要） 
 

●お薬手帳（お薬説明書も可） 

●薬（服用１回分ごとにまとめる）※市販薬は不可 
 

●着替え（２組）※嘔吐、下痢時は多めに 

●おむつ（８枚程度） 

●おしりふき 

●ビニール袋（汚れものを入れる） 

●食事用エプロン 

●お弁当（冷蔵冷凍保管、レンジ温め可） 

※冷凍食品や市販品も可 

 ※レンジ対応の容器が望ましい 

●はし、スプーン、フォーク 

 ※必要な食器をお持ちください 

●飲み物（補充用に多めに持参） 

●おやつ（病状に合わせたもの） 

●粉ミルク（１回分に小分け） 

●哺乳びん 

●使い慣れているもの（おもちゃ、絵本、タオル等） 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項 

●当施設のご利用条件は、お子さまをお預けに

なる当日に保護者全員が就労している場合に

限ります。いずれかの保護者が当日お休みの

場合はご利用いただけません。（就労以外の方

で社会的にやむを得ない理由があり、家庭に

おいて保育を受けることが困難な時には利用

できる場合もありますので、ご相談ください。） 
●診療情報提供書を取得後に新たな症状が出現

した場合には、再受診及び診療情報提供書の

再取得をお願いすることがあります。 

●診療情報提供書の期限内であっても、登園登

校した場合は新たな罹患の可能性があるため、

再受診及び診療情報提供書の再取得が必要で

す。 

●空気感染（水ぼうそう、麻しん等）、３９．０℃

を超える熱、飲食ができない、呼吸状態が安

定しない等は、お預かりをお断りすることも

あります。 

●施設が緊急と判断した場合には保護者に代わ

り、緊急搬送及び村立東海病院を受診するこ

とがあります。受診にかかる費用は保護者の

負担となります。 

●疾患の種類によって定員に満たない場合でも

キャンセル待ちとなる場合があります。 

●施設の都合により、予約確定後に利用不可と

なる場合もあります。予めご了承ください。 

対象児童 

利用日時 

定  員 

利用料金 

利用日数 

４名 

※持ち物には必ず名前のご記入をお願いします。 


